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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半側空間無視患者に対するリハビリテーションを支援するための注意再獲得支援システ
ムにおいて、
　患者がリハビリテーション時に見る訓練用画像を生成する訓練用画像生成装置と、当該
訓練用画像生成装置で生成された前記訓練用画像を前記患者に提示する提示装置とを備え
、
　前記訓練用画像生成装置は、前記訓練用画像の背景となる背景画像を生成する背景画像
生成手段と、当該背景画像に重畳される重畳画像を生成する重畳画像生成手段と、前記背
景画像の上に前記重畳画像を配置して前記訓練用画像を生成する画像合成手段とを備え、
　前記重畳画像生成手段では、前記訓練用画像内で前記背景画像の一部を他の部分よりも
鮮明に表出させるスリット領域を有する前記重畳画像を生成し、前記訓練用画像内で前記
スリット領域を経時的に変化させることにより、当該スリット領域を通じて表出する前記
背景画像の部分を経時的に変化させることを特徴とする注意再獲得支援システム。
【請求項２】
　前記重畳画像生成手段では、前記訓練用画像内で前記スリット領域が経時的に移動及び
／又は拡張するように前記重畳画像を生成することを特徴とする請求項１記載の注意再獲
得支援システム。
【請求項３】
　前記重畳画像生成手段は、前記スリット領域の形態、数、変化態様を指定するパラメー
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タに応じて、前記スリット領域の具体的態様を設定する態様設定部と、当該態様設定部に
よって設定された前記スリット領域の具体的態様に基づいて前記重畳画像を生成する画像
生成部とを備えたことを特徴とする請求項１又は２記載の注意再獲得支援システム。
【請求項４】
　前記訓練用画像生成装置は、所定の患者情報が記憶された患者情報データベースを更に
備え、
　前記重畳画像生成手段では、前記患者情報データベースの患者情報に基づき前記重畳画
像が生成されることを特徴とする請求項１又は２記載の注意再獲得支援システム。
【請求項５】
　前記患者の視野画像を撮像可能なカメラを更に備え、
　前記背景画像生成手段では、前記カメラで撮像された前記視野画像を前記背景画像とし
、
　前記提示装置では、前記スリット領域によって表出部分が経時的に変化する前記視野画
像が前記患者に提示されることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の注意再獲得支
援システム。
【請求項６】
　半側空間無視患者に対するリハビリテーションを行う際に、患者が見る訓練用画像を生
成する訓練用画像生成装置において、
　前記訓練用画像の背景となる背景画像を生成する背景画像生成手段と、当該背景画像に
重畳される重畳画像を生成する重畳画像生成手段と、前記背景画像の上に前記重畳画像を
配置して前記訓練用画像を生成する画像合成手段とを備え、
　前記重畳画像生成手段では、前記訓練用画像内で前記背景画像の一部を他の部分よりも
鮮明に表出させるスリット領域を有する前記重畳画像を生成し、前記訓練用画像内で前記
スリット領域を経時的に変化させることにより、当該スリット領域を通じて表出する前記
背景画像の部分を経時的に変化させることを特徴とする訓練用画像生成装置。
【請求項７】
　半側空間無視患者に対するリハビリテーションを行う際に、患者が見る訓練用画像を生
成する訓練用画像生成装置のコンピュータを機能させるためのプログラムにおいて、
　前記訓練用画像の背景となる背景画像を生成する背景画像生成手段と、当該背景画像に
重畳される重畳画像を生成する重畳画像生成手段と、前記背景画像の上に前記重畳画像を
配置して前記訓練用画像を生成する画像合成手段として前記コンピュータを機能させ、
　前記重畳画像生成手段では、前記訓練用画像内で前記背景画像の一部を他の部分よりも
鮮明に表出させるスリット領域を有する前記重畳画像を生成し、前記訓練用画像内で前記
スリット領域を経時的に変化させることにより、当該スリット領域を通じて表出する前記
背景画像の部分を経時的に変化させる処理を行うことを特徴とする訓練用画像生成装置の
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半側空間無視患者に対するリハビリテーションを支援するための注意再獲得
支援システム、訓練用画像生成装置及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　脳血管障害に起因する障害の一つとして、脳の病巣の反対側に存在する刺激を無視する
半側空間無視と呼ばれる症状がある。例えば、右脳損傷による半側空間無視の患者は、自
身の視空間のうち左側の空間に存在する対象を無視してしまい、ドアを通り抜けるときに
ドアの左側にぶつかり、印刷物の左側を読むことができず、食事のときに左側のおかずに
気が付かない等の支障が生じる。
【０００３】
　半側空間無視の発生メカニズムとして、視空間内の注意の配分に異常が生じたことで無



(3) JP 6308464 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

視領域が発生する注意障害説が知られている。これによれば、健常者は、視空間内で焦点
を当てているものから注意を離す「解放」を行う機能と、当該「解放」によって新たな位
置に注意を移す「移動」を行う機能と、新規のターゲットに注意を焦点付ける「固定」を
行う機能とを備え、これら機能を１サイクルとして順に繰り返し行う。しかしながら、半
側空間無視の患者は、前記注意の「解放」及び「移動」を正常に行えず、これによって、
前記サイクルが停滞してしまい、視空間内の片側無視の領域が生じることになる。また、
視空間の中で無視されない側（非無視側）の空間（非無視空間）内で、更に片側無視を生
じさせることが繰り返し行われ、非無視空間を次第に狭小化させる現象（たまねぎ現象）
も発生する。例えば、前述した患者のように、視空間の左側領域が無視空間で、逆の右側
領域が自覚可能であっても、当該右側領域を注視すると、当該右側領域における左部分の
注意が更に欠落して認識不能となってしまい、次第に患者の注意領域が狭小化する。以上
のことから、半側空間無視の患者に対しては、前記注意の「解放」、「移動」、「固定」
のサイクルを停滞させずに、且つ、視空間内の注意領域の「拡大」を促進するリハビリテ
ーションが必要になると考えられる。
【０００４】
　ところで、特許文献１、２には、半側空間無視の患者のリハビリテーションに用いられ
るシステムや装置が開示されている。特許文献１の訓練システムでは、現実空間映像にお
いてエッジを強調した映像や、現実空間映像における認識空間に無視空間の視覚情報を付
加した映像や、現実空間映像における認識空間に矢印からなる注意喚起情報を付加した映
像等を訓練用映像として患者に提示可能になっている。また、特許文献２の認知機能訓練
装置は、画面内を所定の時間で移動する指標を患者に提示するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２１２４３０号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ２００５／１１５２９９号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１、２のシステムや装置にあっては、半側空間無視の患者
に対して、症状の改善に必要となる前述した注意の「解放」、「移動」及び「拡大」の全
てを促進することができず、半側空間無視のリハビリテーション用として必ずしも有用で
ない。すなわち、特許文献１の訓練システムでは、映像にエッジを付加した訓練用映像に
よって注意の「固定」を行い易くなるが、注意の「解放」及び「移動」を患者に促すこと
はできない。また、認識空間に無視空間の視覚情報を付加した訓練用映像では、映像の提
示領域が静的であるため、前述のたまねぎ現象を抑止することができない。更に、認識空
間に注意喚起情報を付加した訓練用映像では、依然として非無視側に映像が提示されてい
るため、当該非無視側にて「固定」されている注意の「解放」を促すことが難しい。また
、特許文献２の認知機能訓練装置は、移動する一つの指標に注意の「固定」を持続させる
ための訓練を行うものであり、注意の「解放」、「移動」及び「拡大」を促進することが
できない。
【０００７】
　本発明は、このような課題に着目して案出されたものであり、その目的は、半側空間無
視の患者に対して効果的なリハビリテーションメニューを提供することができる注意再獲
得支援システム、訓練用画像生成装置及びそのプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、半側空間無視患者に対するリハビリテーションを行う際に、患者が見る訓練
用画像を生成する訓練用画像生成装置について、前記訓練用画像の背景となる背景画像を
生成する背景画像生成手段と、当該背景画像に重畳される重畳画像を生成する重畳画像生
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成手段と、前記背景画像の上に前記重畳画像を配置して前記訓練用画像を生成する画像合
成手段とを備え、前記重畳画像生成手段では、前記訓練用画像内で前記背景画像の一部を
他の部分よりも鮮明に表出させるスリット領域を有する前記重畳画像を生成し、前記訓練
用画像内で前記スリット領域を経時的に変化させることにより、当該スリット領域を通じ
て表出する前記背景画像の部分を経時的に変化させる、という構成を採用したところが主
たる特徴となっている。
【０００９】
　なお、本明細書及び本特許請求の範囲において、「画像」とは、静止画像及び動画像を
総称した概念として用いられる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、訓練用画像内のスリット領域が、移動や拡張を行うように変化し、ス
リット領域を通じて表出する背景画像の画像情報が経時的に変化する。このため、当該訓
練用画像を患者が所定時間見たときに、スリット領域の変化によって、訓練用画像内の注
意部分が自ずと変化することになる。その結果、訓練用画像内の注意部分の移動により、
患者に対し、視空間の一部に注意を「固定」し、次いで、固定した注意を「解放」し、更
に、他の部分に注意を「移動」する能力を促進させることが期待できる。加えて、訓練用
画像内の注意部分の拡張により、前述した注意の「拡大」能力をも促進することが期待で
きる。従って、本発明では、半側空間無視患者に対し、注意操作の再獲得を支援する効果
的なリハビリテーションメニューを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る注意再獲得支援システムの構成を表すブロック図。
【図２】（Ａ）は背景画像を示す図であり、（Ｂ）は重畳画像を示す図であり、（Ｃ）は
訓練用画像を示す図である。
【図３】（Ａ）から（Ｃ）は、スリット領域が画面内を経時的に移動する変化態様を説明
するための図である。
【図４】（Ａ）から（Ｃ）は、スリット領域が画面内を経時的に拡張する変化態様を説明
するための図である。
【図５】第２の実施形態に係る注意再獲得支援システムの構成を表すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
　（第１の実施形態）
【００１３】
　図１には、第１の実施形態における注意再獲得支援システムの構成を表すブロック図が
示されている。この図において、前記注意再獲得支援システム１０は、半側空間無視の症
状を有する患者に対して、狭小化した注意領域を再獲得させるための訓練（リハビリテー
ション）を支援するシステムである。この注意再獲得支援システム１０は、患者や療法士
等の使用者が各種情報をシステム内に入力するための入力装置１１と、入力装置１１で入
力された各種情報に基づいて、リハビリテーション時に患者が見る訓練用画像を生成する
訓練用画像生成装置１２と、訓練用画像生成装置１２で生成された訓練用画像を患者に提
示する提示装置１３とを備えて構成されている。
【００１４】
　前記入力装置１１は、キーボード、タッチパネル、マウス、データ入力ポート等の公知
の入力デバイスにより構成され、前記使用者により、訓練用画像生成のための各種情報が
入力され、当該入力された情報は、訓練用画像生成装置１２に送信されるようになってい
る。なお、前記各種情報の入力及び送信が可能である限りにおいて、種々の入力デバイス
を採用することが可能である。
【００１５】
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　前記訓練用画像生成装置１２は、ＣＰＵ等の演算処理装置及びメモリやハードディスク
等の記憶装置等からなるコンピュータを含んで構成されており、当該コンピュータを以下
の各手段として機能させるためのプログラムがインストールされている。
【００１６】
　すなわち、訓練用画像生成装置１２は、訓練用画像の背景となる背景画像を生成する背
景画像生成手段１５と、背景画像に重畳される重畳画像を生成する重畳画像生成手段１６
と、背景画像の上に重畳画像を重畳配置するように合成された訓練用画像を生成する画像
合成手段１７とを備えている。
【００１７】
　すなわち、訓練用画像生成装置１２では、図２（Ａ）の背景画像Ｂの上に、同図（Ｂ）
の重畳画像Ｓが重ね合わされるように合成され、同図（Ｃ）の訓練用画像Ｔが生成される
。ここで、同図（Ｂ）に示されるように、重畳画像Ｓには、画像内における位置や大きさ
が経時的に変化するスリット領域Ａ１が設けられる。当該スリット領域Ａ１は、重畳画像
Ｓ内において、訓練用画像Ｔにおいて背景画像Ｓの一部を透過させるための間隙として形
成される。その一方、重畳画像Ｓ内において、間隙として作用するスリット領域Ａ１を除
く周辺領域Ａ２は、背景画像Ｓの透過を不能に隠蔽する画像情報を有する隠蔽領域となっ
ている。なお、周辺領域Ａ２を当該隠蔽領域にせずに、スリット領域Ａ１と周辺領域Ａ２
との間で、背景画像Ｂの透過明瞭度を変え、訓練用画像Ｔにおいて、スリット領域Ａ１か
ら表出する背景画像Ｂの一部位が、周辺領域Ａ２から表出する背景画像Ｂの他部位よりも
、視認し易くする重畳画像Ｓを生成することも可能である。要するに、スリット領域Ａ１
としては、訓練用画像Ｔ内で背景画像Ｂの一部を、他の部分よりも鮮明に表出することで
視認し易くできる限りにおいて、種々の態様を採ることができる。
【００１８】
　前記背景画像生成手段１５では、予め撮像されて記憶された種々の動画像若しくは静止
画像の中から、入力装置１１からの入力によって、任意の画像が背景画像Ｂとして選択さ
れる。ここで、背景画像Ｂとしては、特に限定するものではないが、患者の注意を引き易
い対象物が散点的に配置された画像を採用するのが好ましい。
【００１９】
　前記重畳画像生成手段１６は、スリット領域Ａ１の形状等に関する情報が記憶された記
憶部１９と、入力装置１１に入力された情報及び記憶部１９から抽出された情報に基づき
、スリット領域Ａ１の具体的態様を設定する態様設定部２０と、当該態様設定部２０によ
って設定されたスリット領域Ａ１の具体的態様に基づいて、経時的に変化する重畳画像Ｓ
を生成する画像生成部２１とを備えている。
【００２０】
　前記記憶部１９には、例えば、矩形状、円形状（真円状、楕円状）、星形状等の外形を
有するスリット領域Ａ１の外形パターンが記憶されている。なお、記憶部１９には、新規
に形成されたスリット領域Ａ１の形状を都度記憶することもできる。この場合、訓練用画
像生成装置１２に、スリット領域Ａ１の新規形状を形成可能な機能を設け、当該機能で形
成された新規形状を記憶部１９に記憶させても良いし、外部の作成手段で形成された新規
形状を入力装置１１で入力して、記憶部１９に記憶させても良い。
【００２１】
　前記態様設定部２０では、入力装置１１により、スリット領域Ａ１の具体的態様を特定
するためのパラメータが入力されると、当該パラメータに従ってスリット領域Ａ１の具体
的態様が決定される。このパラメータとしては、スリット領域Ａ１の形態（形状、サイズ
）、数、変化態様、変化方向、変化速度等の各種情報を例示できる。ここで、スリット領
域Ａ１の変化態様としては、図３に示されるように、訓練用画像Ｔ内でスリット領域Ａ１
が経時的に変位する移動態様と、図４に示されるように、訓練用画像Ｔ内でスリット領域
Ａ１が経時的に拡張する拡張態様とがある。なお、図３では、同図（Ａ）から（Ｃ）の順
で、スリット領域Ａ１が画面右から左に移動する変化例が示され、図４では、同図（Ａ）
から（Ｃ）の順で、スリット領域Ａ１が画面右上から左下に拡張する変化例が示されてい
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る。
【００２２】
　以上の重畳画像生成手段１６では、次の手順を経て重畳画像Ｓが生成される。
【００２３】
　先ず、使用者により、患者の症状に応じて必要とするスリット領域Ａ１の前記パラメー
タが入力装置１１から入力される。すなわち、ここでは、スリット領域Ａ１の形状（図３
の例では矩形、図４の例では楕円形）及び初期サイズと、同時に提示するスリット領域Ａ
１の数（図３、図４の例では共に１個）と、スリット領域Ａ１の変化態様（図３の例では
移動態様、図４の例では拡張態様）と、スリット領域Ａ１の変化方向（図３の例では画面
左方向に移動、図４の例では画面右上からの拡張）と、スリット領域Ａ１の変化速度（図
３では移動速度、図４では拡張速度）とが入力される。すると、訓練用画像Ｔ内における
スリット領域Ａ１の経時的な動作態様が決定され、当該決定に基づいて経時的に変化する
重畳画像Ｓが生成される。なお、スリット領域Ａ１の変化方向としては、患者の左側の視
空間が非無視側である場合、画面の右側から左側に変化させることが効果的であると考え
られる。
【００２４】
　前記画像合成手段１７では、背景画像Ｂの上に重畳画像Ｓを重ねる画像処理を行うこと
で、スリット領域Ａ１を通じて表出する背景画像Ｂの一部分が経時的に変化する訓練用画
像Ｔが生成される。換言すると、この訓練用画像Ｔでは、スリット領域Ａ１を除く周辺領
域Ａ２は、その下側に位置する背景画像Ｂの部分を視認困難にするように隠蔽され、当該
隠蔽部分も訓練用画像Ｔ内で経時的に変化することになる。なお、重畳画像Ｓは、背景画
像Ｂと同一のサイズにされ、背景画像Ｂに重畳画像Ｓを重畳させたときに、重畳画像Ｓ内
のスリット領域Ａ１の一部が、背景画像Ｂの外側にはみ出る場合は、当該一部をカットす
る処理が行われる。
【００２５】
　前記提示装置１３としては、プロジェクター、ディスプレイ等、画像合成手段１７から
の訓練用画像Ｔを表示可能とする種々の装置を採用することができる。この提示装置１３
では、入力装置１１からの指令に応じて、患者に対して、所定時間、１又は複数種類の訓
練用画像Ｔを１回若しくは繰り返し提示するようになっている。
【００２６】
　このような実施形態によれば、患者が訓練用画像Ｔを見たときに、注意を引く部分が、
スリット領域Ａ１内で透過して表出する背景画像Ｂの一部に絞られ、スリット領域Ａ１の
経時的な変化によって、視認可能な背景画像Ｂの部位が時間と共に変わり、これにより、
半側空間無視の患者のリハビリテーションに必要となる注意の「解放」、「移動」、及び
「拡大」の機能を促進させることが期待できる。
【００２７】
　次に、本発明の他の実施形態について説明する。なお、以下の説明において、前記第１
の実施形態と同一若しくは同等の構成部分については同一符号を用いるものとし、説明を
省略若しくは簡略にする。
　（第２の実施形態）
【００２８】
　図５に示されるように、本実施形態に係る注意再獲得支援システム３０は、第１の実施
形態の訓練用画像生成装置１２に対し、前記使用者により入力装置１１から入力された患
者の各種情報を記憶する患者情報データベース３２を更に備え、前記重畳画像生成手段１
６の態様設定部２０にて、患者情報データベース３２に記憶された患者情報をも利用して
、訓練用画像Ｔを生成可能にしたところに特徴を有し、その他は、前記第１の実施形態の
構成と実質的に同一となっている。
【００２９】
　前記患者情報データベース３２には、注意再獲得支援システム３０による先の訓練にお
いて、変化するスリット領域Ａ１内に表出する背景画像Ｂの中から、見えたものを患者に
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報告して貰い、その結果が患者情報として記憶され、或いは、別途、患者に対して行った
半側空間無視の行動性無視検査（ＢＩＴ）における試験結果が患者情報として記憶される
。
【００３０】
　本実施形態における態様設定部２０では、患者情報データベース３２の患者情報をも考
慮して、スリット領域Ａ１の具体的態様を設定するように構成されている。すなわち、患
者情報データベース３２には、前記患者情報として患者の無視症状の程度が記憶されてお
り、態様設定部２０では、患者の状態とスリット領域Ａ１の変化内容とを予め対応させて
記憶された変化データベース（図示省略）に基づき、患者情報データベース３２から抽出
された患者の状態に応じて、スリット領域Ａ１の変化内容、すなわち、変化態様、変化方
向及び変化速度等が決定されるようになっている。例えば、重症者には、スリット領域Ａ
１の移動速度や拡張速度を遅くする一方で、回復しつつある患者には、スリット領域Ａ１
の移動速度や拡張速度を早くして、スリット領域Ａ１を複数提示する等、前述したパラメ
ータの組み合わせが患者の症状に合わせて自動的に設定される。
【００３１】
　本実施形態によれば、スリット領域Ａ１の具体的態様を設定する際に、前記各種パラメ
ータの療法士等による入力の手間を軽減できるとともに、患者の症状に合わせてスリット
領域Ａ１を変化させることができ、患者に合った適切なリハビリテーションを簡単な装置
操作で患者に行わせることが可能になる。
【００３２】
　なお、前記第１及び第２の実施形態の変形例として、以下の態様を例示できる。
【００３３】
　前記提示装置１３として、患者の頭部に装着される頭部装着型ディスプレイ（ヘッドマ
ウントディスプレイ）を採用するとともに、当該ヘッドマウントディスプレイに、患者の
前方視野画像を撮像可能なカメラを設け、当該カメラで撮像されたリアルタイムの画像を
前記背景画像生成手段１５で背景画像とすることもできる。この場合、背景画像が患者の
視野に相応した実環境画像となるため、日常生活を行いながらのリハビリテーションが可
能になり、患者の社会復帰を一層促進させるためのメニューとすることができる。
【００３４】
　更に、前記注意再獲得システム１０，３０の前記各構成装置１１，１２，１３の機能を
、タブレット型端末、携帯電話端末等の各種の携帯型端末に一体的に保有させることも可
能である。この場合、前記携帯型端末に設けられたカメラで撮像されたライブビュー映像
などの画像を背景画像Ｂとし、前述のように生成された訓練用画像Ｔを前記携帯型端末の
ディスプレイ（提示装置１３）に提示する態様を例示できる。
【００３５】
　その他、本発明におけるシステム、装置の各手段の構成は図示構成例に限定されるもの
ではなく、実質的に同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　注意再獲得支援システム
　１１　訓練用画像生成装置
　１２　提示装置
　１５　背景画像生成手段
　１６　重畳画像生成手段
　１７　画像合成手段
　１９　記憶部
　２０　態様設定部
　２１　画像生成部
　３０　注意再獲得支援システム
　３２　患者情報データベース
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　Ｂ　背景画像
　Ｓ　重畳画像
　Ｔ　訓練用画像
　Ａ１　スリット領域

【図１】 【図２】
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【図５】
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